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真
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湾
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撃

調

査

報

告

書
　

三

は
し
が
き
(
三
)

序
言
(
四
)

第

一
部

真

珠
湾

攻

撃

の
外

交

的

背

景
　

八

欺
瞞
と
侵
略
の
日
本
側
記
録

(
八
)

日
米
政
策
の
基
本
的
相
違

(
一
一
)

枢
軸
侵
略
の
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
米
国

の
と

っ
た
措
置
(
一
八
)

最
初

の
日
米
交
渉
、

一
九
四

一
年

(
二
一

)

五
月

一

二日
の
日
本
提
案

(
二
一

)

ド
イ
ツ
の
ソ
連
侵

入

に
対
す

る
日
本

の
反
応
(
二
三
)

交
渉

の

一
時
的
休
止
(
二
四
)

資
産
凍
結
(
二
六
)

交
渉

の
再
開
お
よ
び
提
案
さ
れ

た
日
米
首
脳
会
談
(
二
七
)

九
月
六
日
お
よ
び
二
七

日
の
日
本
側
提
案

(三
五
)

東
條
内
閣

の
出

現
(
三
七
)

來
栖
三
郎

の
到
着

(四
〇
)

日
米
交
渉
対
最
終
期
限

(四

一
)

一
一
月
二
〇
日
の
日
本
側
最
後
通
告
と
暫
定
協
定

(
四
二
)

一
一
月

二
六
日

の
米
国
側

「
覚
書
」

(
ハ
ル

・
ノ
ー
ト
)

(
五
〇
)

日
本
外
交

の
詐
欺
的
性
格
―
―

一
一
月
二
八
日
よ
り

一

二月



七

日
ま
で
(
五
四
)

ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
け
る
外
交
と
軍
事

の
連
絡
(
五
六
)

結
論

(六

一
)

第

二
部

日
本

軍

の
攻

撃

と
そ

の
後

の
成

行
　

六
三

作
戦
計
画

の
作
成

と
攻
撃
実
施

の
時
機
(
六
三
)

攻
撃
計
画
の
特
質
(
六
四
)

攻
撃

へ
の
発
進
(
六
六
)

攻
撃
の
実
施

(六
八
)

機
動
部
隊

の
後
退
(
七
六
)

攻
撃

の
結
果
、
米
国
海
軍
部
隊
お
よ
び
諸
施
設
に
受
け
た
損

害
(
七
七
)

攻
撃

の

結
果
、
米
国
陸
軍
部
隊
お
よ
び
諸
施
設
に
受
け

た
損
害
(
七
八
)

日
本
軍

の
損
害
(
七
八
)

両
軍
損
害

の
要
約

(七
九
)

ハ
ワ
イ
に
お
け
る
米
国
陸
軍

の
防
衛
兵
力
お
よ
び
諸
施
設
(
八
〇
)

日
本
攻
撃
部
隊
と

ハ
ワ
イ
防
衛
部
隊

の
兵
力
と
損
害

の
比
較

(八

一
)

第

三

部

ハ
ワ

イ
司
令

部

の
責

任
　

八
四

空
襲
の
危
険

に
つ
い
て
の
自
覚

(八
四
)

戦
争

の
切
迫
を
示
す

ワ
シ
ン
ト

ン
よ
り
キ
メ
ル
宛

の
情
報

(
一
〇

一
)

ワ
シ
ン

ト
ン
よ
り

の
警
告
お
よ
び
命
令
に
従

い
キ
メ
ル
提
督
の
執

っ
た
行
動
(
一
一
四
)

一
一
月
二
七
日
の

「
戦
争
警
告
」

電
報

(
一
一
五
)

「戦
争
警
告
」

の
受
領
に
当

っ
て
取
ら
れ
な
か

っ
た
行
動

(
一

二八
)

「暗
号
書
破
棄
」

の
情
報
(
一
三
〇
)

日
本
領
事
館

の
機
密
物
件
破
棄
に
関
す

る
シ

ョ
ー
ト
将
軍

の
知
識
(
一
三
二
)

"
消
息
不
明
"
と
な

っ
た
日
本
の
空
母
群
―

ハ
ワ
イ
に
お
け
る
無
線
情
報
(
一
三
四
)

日
本
急
襲
部
隊

に
対
す
る
レ
ー
ダ
ー
の
方
向
探
知

(
一
三
八
)

攻
撃

に
お
け

る

ス
パ
イ
行
為

の
役
割
(
一
四
〇
)

キ
メ
ル
提
督
と
シ

ョ
ー
ト
将
軍
間
の
連
絡
(
一
四
五
)

情
勢

の
見
積
り
(
一
四
九
)

第

四
部

ワ

シ

ン
ト

ン
首

脳
部

の
責
任
　

一
五
二

太
平
洋
艦
隊
を

ハ
ワ
イ
に
常
駐
さ
せ
た

こ
と
(
一
五
二
)

ハ
ワ
イ
方
面

の
利

用
可
能
な
防
衛
諸
施
設

(
一
五
八
)

太
平
洋

艦
隊
兵
力

の
大
西
洋
移
駐
(
一

六
二
)

「
A
B
C
D
」
協
定
か
(
一
六
四
)

戦
争
の
回
避
(
一
六
九
)

ワ
シ
ン
ト
ン
で
入

手

さ
れ
た
情
報
(
一
七
八
)

「真
珠
湾
在
泊
艦
艇
」
報
告
(
一
八

一
)

「風
暗
号
」

(
一
九
〇
)

「隠
語
」
暗
号
(
一
九
二
)

最
終
期
限
電
報
(
一
九
三
)

交
渉

の
不
誠
意
を
示
す

一
九
四

一
年

一
一
月

二
八
日
以
後

の
電
報
(
一
九

五
)

日
米
交
渉

の

状
態

と

一
一
月
二
七
日
の
陸
軍
電
報
(
一
九
九
)

一
一
月
二
八
日
の
シ

ョ
ー
ト
将
軍

の
回
答

を

追
求

し
な

か

っ
た
失

策

(
二
〇
二
)

「
ベ
ル
リ
ン
電
報
」

(二
〇
六
)

暗
号
書
破
棄
電
報

(二
〇
八
)

一
九
四

一
年

一
二
月
六
日
お
よ
び
七
日

の

出
来
事
(
二
〇
九
)

「
覚
書
交
付
」
電

報
お
よ
び
最
後

の
暗
号
破
棄
命
令

(
二
二
四
)

攻
撃
後
に
翻
訳
さ
れ
た
重
要
電
報

(
二
三

一
)

ハ
ワ
イ
に
は
通
告
さ
れ
ず

ワ
シ
ン
ト
ン
の
み
利
用
し
た
情
報

に
関
す

る
結
論
(
二
三
五
)

ワ
シ
ン
ト
ン
に
お



け
る
情

況
判
断
(
二
三
八
)

責
任

の
本
質

(
二
四

一
)

一
般
観
察
(
二
四
五
)

第

五
部

結

論

お

よ
び
勧

告
　

二
四
七

責
任
に
関
す
る
結
論
(
二
四
七
)

勧
告
(
二
四
九
)

真
珠
湾
調
査
に
よ

っ
て
露

呈
さ
れ
た
陸
海
軍
編
制

の
管
理
上
、
行
政

的
お
よ
び
組
織
上

の
諸
欠
陥
(
二
四
九
)

付

録

Ｄ

四

ヵ
月

間

の

日

米

外

交

交

渉

お

よ

び

関

係

事

件

の

回

顧
　

二
五
九

１
ま
え
が
き
(二
五
九
)

２
大
西
洋
会
談
前

の
日
米
会
談
の
概
要
(
二
六
〇
)

３
大
西
洋
会
談
(
一
九
四

一
・
八

・
九
―

一
四
)
(
二
六
六
)

４

ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領

の
対
日
警
告
と
日
米
会
談
再
開

の
提
案

(
一
九
四

一
・
八

・
一
七
)
(
二
六

八
)

５
米
国

の
対
ソ
石
油
供
与
に
対
す
る
日
本
の
抗
議
(
一
九
四

一
・
八

・
二
七
)

(
二
七
〇
)

６
近
衛
首
相
、

ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
大
統
領

に
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
送
り

"
首
脳
会
談
"
を
督
促
す
(
一
九
四

一
・
八

・

二八
)
(
二
七

一
)

７
ド
イ
ツ
、

不
信
行
為
と
怪
し
む
(
一
九
四

一
・
八

・
二
九
―

三
〇
)
(
二
七
二
)

８
近
衛
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
対
す

る
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大

統
領

の
回
答

(
一
九
四

一
・
九

・
三
)

(
二
七
四
)

９
日
本
、
新
提
案
を
提
示
す
(
一
九
四

一
・
九

・
六
)
(
二
七
五
)

10

グ

ル
ー
大
使
、
首
脳
会
談
を
支
持
す
(
一
九
四

一
・
八

・
九
月
)

(
二
七
八
)

11
日
本
、
対
米
交
渉

に
最
小
限

の
要
求
と

最
大
限

の
譲
歩
を
決
定

す
(
一
九
四

一
・
九

・
六
)

(二
七
九
)

12
米
国
、
日
本
に
新
提
案

の
明
確
化
を
要
求
す
(
一
九
四

一
・
一
〇

・

二)
(
二
八
二
)

13
ド
イ
ツ
、
独
伊
と
米
国

の
戦
争
は
日
米
戦
争
と
な
る
、

と
三
国
条
約
に
従

っ
て
米
国
に

警
省
す
る
よ
う
日
本
に
要
求
す

(
一
九
四

一
・
一
〇
)

(二
八
七
)

14
近
衛
内
閣

の
退

陣
と
野
村
大
使

の
帰
朝
請
訓

(
一

九
四

一
・
一
〇

・
六
、

一
〇

・
一
八
―

一
一
・
五
)

(
二
八
九
)

15
東
條
内
閣

"
絶
対
最
後
案
"
を
作
成
す
(
一
九
四

一
・

一
一
・
五
)
(
二
九
三
)

16
グ

ル
ー
大
使
、
対
日
戦
は

"
劇
的
に
突
如

と
し
て
"
起

る
で
あ
ろ
う
と
警
告
す
(
一
九
四

一
・

一
一
・
三
)
(
二
九
七
)

17
蒋
介
石
、
英
米
に
援
助
を
懇
請
す

(
一
九
四

一
・
一
〇

・
二
八
―

一
一
・
四
)
(
二
九
八
)

18
日
本
、
最
後
案

に
近

い
も

の
を
米
国
に
提
示
す
(
一
九
四

一
・
一
一
・
一
〇
)

(三
〇
六
)

19
東
條
内
閣
、
"
絶
対
最
後

案

"
以
外

の
考
慮
を
拒
否
す

(
一
九
四

一
・
一
一
・
一
八
―

一
九
)
(
三
一

五
)

20
日
本
、
"
絶
対
最
後
案
"
を
米
国
に
提

示
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
妥
結
を
要
求
す
(
一
九
四

一
・
一
一
・
二
〇
)

(三

二〇
)

21
米
国

の
回
答
(
一
九
四

一
・
一



一
・
二
六
)

(
三
二

三
)

22
東
條
内
閣
は
日
米
会
談

の
続
行

を
よ
そ
お
い
、
同
時
に
南
部
仏
印

の
日
本
軍
を
増
強
す
(
一

九
四

一
・
一
一
・

二七
―

一

二
・
七
)
(
三
四
八
)

23
日
本
軍
、
仏
印
よ
り
タ
イ
に
侵
入
(
一
九
四

一
・
一
二

・
一
―
七
)

(三
六
八
)

24
ド
イ
ツ
は
、
対
米
攻
撃
の
機
が
熟
し
た
と
日
本

に
伝
え
、対
米
戦
で
日
本

に
参
戦
を
約
束
す

(
一
九
四

一
・

一
一
・
二
九

・
)

(
三
七

一
)

25
極
東
情
勢

の
急
速
激
化

に
よ
る

ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領
の
ワ
シ
ン
ト

ン
帰
還
(
一
九
四

一
・
一
二

・
一
)

(
三
七
三
)

26

ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領
、
日
本
政
府

に
南
部
仏
印

の
兵
力
増
強

の
目
的
を
た
だ
す

(
一

九
四

一
・
一

二
・

二)

(
三
七
八
)

27
日
本
政
府
は
、
仏
印
に
お
け
る
日
本
軍
の
行
動
は
中
国

の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛

の

た
め
で
あ

る
と
主
張
す
(
一
九
四

一
・
一

二
・
五
)

(三
八
三
)

28
最
後

の
二
日
間

(
一
九
四

一
・
一

二
・
六
―

八
)
(
三

八
六
)

少

数

派

報

告
　

四
〇九

委
員
会

の
任
務
(
四
〇
九
)

委
員
会

の
直

面
し
た
基
本
的
疑
問
(
四

一
〇
)

直
面
し
た
各
種

の
困
難

と
記
録

の
不
備

(
四

一
一
)

本
報
告

の
形
式
(四

一
七
)

事
実
お
よ
び
責
任
に
関
す

る
判
定
(
四

一
七
)

判
定
を
支

え
る
証
拠

に
つ
い
て

(
四
二
〇
)

結
論

(四
九
〇
)

責
任
所
在
の
要
約
(
四
九
〇
)




